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2006年10月2日，東京三弁護士会の法律相談体制が霞が関から四谷に拡充

移転，「弁護士会法律相談センター」として業務を開始しました。同日開業した法

テラス（日本司法支援センター）東京地方事務所と同じビルに法律相談の主要拠

点を移すことで，法律相談のワンストップサービスを目指します。

「弁護士会法律相談センター」が
四谷にオープン!! ＊本誌12-13頁に関係記事


